
Nagayo の 情報通 コロナ関連

問 長与町新型コロナワクチン予防接種コールセンター　平日9時～17時（土日祝除く）
☎050-3733-0956　FAX 050-3819-8153

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

接種
費用
無 料
（全額公費）

（9月28日現在）

オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種について
対象：初回(1･2 回目)接種を完了した12 歳以上のすべての方（1人１回まで）

使用するワクチン：

オミクロン株対応2価ワクチン 1・2回目接種対象者

ファイザー社ワクチン ×（使用不可） 12歳以上

モデルナ社ワクチン ×（使用不可） 18歳以上

■ 2022 年 9月時点では、オミクロン株対応 2価ワクチンは、11歳以下は接種対象となりません。

接種方法：集団接種または個別医療機関での接種
≪集団接種を実施します≫　使用予定ワクチン：オミクロン株対応2価ファイザー社ワクチン
集団接種日 受付時間 会　場
10月22日㊏ 13時45分～17時30分 健康センター（高田郷）
10月23日㊐ 8時45分～17時30分 健康センター（高田郷）
10月29日㊏ 13時45分～17時30分 町民体育館（岡郷）
10月30日㊐ 8時45分～17時30分 町民体育館（岡郷）
※日程が随時追加されていきますので、最新の日程はお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。

従来株ワクチンによる4回目接種が完了した方について
9月末現在では接種間隔が 5か月となっていますが、10月下旬頃、接種間隔が短縮される可能性があるため、従
来株ワクチンによる 4 回目接種が完了された方を対象に、10月中に接種券を発送します。
※4 回目に集団接種（長与町健康センターまたは町民体育館）で接種された 60 歳以上の方には、再度接種日時と会場を町で割振り、
集団接種決定通知ハガキを発送する予定です。

最新の情報は
町ホームページで
ご確認ください。

町内医療機関
予約受付状況

集団接種
予約システム

ワクチン接種に
ついて

1・2回目は従来株のファイザーとモデルナ、ノババックスのいずれかの接種に
なります。取扱う医療機関が限定されていますのでご注意ください。

□対 12歳以上の方で3・4回目接種をご希望の方
□申集団接種予約システムからのご予約（下記QRコー
ド）、またはコールセンターへお電話ください。
□他小学生の方は保護者同伴必須。16歳未満の方は
予診票への保護者の署名・連絡先の記載必須。

33回目以降の接種対象者回目以降の接種対象者

（※）①60歳以上の方 ②18歳以上で基礎疾患等をお持ちの方 ③医療・介護従事者の方

オミクロン株対応
２価ワクチンの接種
（接種間隔注意）

オミクロン株対応
２価ワクチンの接種

1・2回目接種
（初回接種）を
完了している

オミクロン株対応ワクチンは接種できません。従来株ファイザー、従来株
モデルナ、ノババックスのいずれかのワクチン接種を受けられます。

3回目接種を
完了している

これまで4回目接
種の対象(※)で
あった方
（高齢者や医療・介
護従事者等）

いいえ

10月中に接種券を発送します。

接種可能です。接種券がお手元にない場合は、
コールセンターへご連絡ください。 

９月下旬より接種券を発送しています。
接種券が届き次第、予約可能です。

以前お送りした接種券を使用して接種できます。
お手元にない場合は、コールセンターへご連絡ください。

はい

はい

いいえ

オミクロン株対応２価ワクチンの接種

これまで4回目接種の
対象(※)ではなかっ
た方（12～59歳）

4回目接種が
まだの方

4回目接種が
完了した方

9月第5週目以降 10月上旬 10月半ば以降
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特別会計・企業会計の決算05

健全化判断比率・資金不足比率06

特別会計

企業会計

特定の事業を行うため、歳入歳出を一般会計と区別して処理するための会計で、長与町には
以下の５会計があります。

民間の事業と同じようにその事業によって得られる収入で支出をまかなう独立採算を原則として
おり、長与町には水道事業と下水道事業の２事業があります。

　この比率は地方公共団体の財政の健全性を示す指標です。法令で定められた基準値（早期健全化基準・財政再生
基準または経営健全化基準）を超えると、改善が必要な団体とみなされ、地方債の借入が制限されたり、財政健全化
に向けての計画策定が求められます。
　本町では、いずれの比率も基準値以下であり、「財政は健全である」との結果となりました。今後も健全な財政運営
に努めてまいります。

①

②
③
④
⑤

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率
実質公債費比率
将 来 負 担 比 率
資 金 不 足 比 率

…一般会計における実質赤字額｛歳出総額－（歳入総額－翌年度へ繰り越すべき財源）｝の
標準財政規模（※）に対する比率。

　※標準財政規模：標準的に収入が見込まれる経常的な一般財源。
…一般会計・特別会計・公営企業会計における実質赤字額の合計の標準財政規模に対する比率。
…一般会計が１年間に負担した地方債の償還などの標準財政規模に対する比率。
…地方債残高のほか一般会計が将来負担すべき負債の標準財政規模に対する比率。
…公営企業会計における資金不足額 ( 赤字額に相当するもの ) の事業規模に対する比率。
　本町は水道事業、下水道事業、土地区画整理事業の３会計が対象。

企業会計 収　入 支　出

水道事業
決算

収益的収支
※主に維持管理関係

8 億 1,553 万円
（内料金 7 億 1,233 万円） 6 億 6,945 万円

資本的収支
※主に設備投資関係 1 億 7,445 万円 2 億 8,687 万円

下水道事業
決算

収益的収支
※主に維持管理関係

10 億 3,293 万円
（内使用料 6 億 8,391 万円） 8 億 9,437 万円

資本的収支
※主に設備投資関係 3 億 6,384 万円 7 億 2,513 万円

区　分 歳　入 歳　出
駐車場事業特別会計 904 万円 768 万円
土地区画整理事業特別会計 14 億 2,087 万円 14 億 1,509 万円
国民健康保険特別会計 42 億 7,865 万円 41 億 6,921 万円
介護保険特別会計

保険事業勘定 30 億 6,560 万円 28 億    944 万円
介護サービス事業勘定 3,049 万円 2,880 万円

後期高齢者医療特別会計 5 億 6,170 万円 5 億 6,006 万円

　水道事業、下水道事業ともに経営
成績は黒字決算となり、財政状態に
おいては資金不足も発生せず健全
経営を維持しています。
　また、資本的収支の収入不足につ
いては、損益勘定留保資金（減価償
却費など現金の支出を伴わない費
用）などで補てんしました。

（%）

（%）

健全化判断比率 ３年度決算 早期健全化基準 財政再生基準
①実質赤字比率 －   13.64 20.00
②連結実質赤字比率 －   18.64 30.00
③実質公債費比率 7.4   25.0 35.0
④将来負担比率 － 350.0 －

３年度決算 経営健全化基準
⑤資金不足比率 －   20.0

※比率が算出されないため①･②･④･⑤の比率は「－」で表記しています。

（単位：%） 実質公債費比率

将来負担比率

長与町（7.4）
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※比率が算出されないため「－」で表記しています。
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